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ベトナムについて

⺠族意識

出典：「ベトナム社会主義共和国基礎データ」（外務省）, 「海外安全ホームページ ベトナム安全対策基礎データ」（外務省）

⾯積：32万9,241平⽅キロメートル
⼈⼝：約1億30万⼈
⺠族：キン族（越⼈）約86％、他に53の少数⺠族
宗教：仏教、カトリック、カオダイ教他

基本情報

ベトナム⼈は⺠族の独⽴と⾃主を尊ぶ国⺠です。社会制度上、⺠族、性別、職業
‧職種の違いにかかわりなく国⺠はすべて平等となっており、⼀般⼤衆にそうした
意識が定着しています。
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地図

⽣活環境
南北に⻑い地形のため、地域により⼤きく異なります。近年は⼤気汚染が極めて
深刻な問題です。特にハノイ市は産業構造や地形や気候の影響から、⼤気汚染の
度合いや呼吸器系患者の割合が⾼くなっています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html#section1
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_015.html


出典：海外情勢報告「第２章 社会保障施策の概要と最近の動向」（厚⽣労働省）  

医療提供体制

ベトナムの医療機関は、①第⼀次（コミューン、郡レベル）、②第⼆次（省レベル）、③第三次（中央レベル）、の三層構造に
なっていて、ほとんどが地⽅政府⼜は保健省が管轄する公的医療機関です。上位層の病院は、所管地域の下位層の病院から患者
の搬送を受け⼊れるだけでなく、下位層の病院に対する指導‧⽀援をする責任があります。
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医療機関数

医療機関数：13,544 
病床数：350,068

①中央レベル 施設数：47  病床数：31,436

②地⽅レベル（省） 施設数：462 病床数：143,437

⑤その他 施設数：755 ベッド数：9,055

③地⽅レベル（郡） 施設数：952 病床数104,226

④地⽅レベル（コミューン） 施設数：11,100 病床数40,792

⑥⺠間
施設数：228 
病床数：21,122

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/25/dl/S-5-VNM-01.pdf


出典：ヘルスケア国際展開ウェブサイト「医療国際展開カントリーレポートベトナム編」（経済産業省）

公的医療機関①
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公的医療機関の区分

区分 概要

中央 国立中央病院 保健省が管轄し、専門に特化した高度医療を提供する。

省 省病院 各省に少なくとも1病院が存在する。

伝統医学病院

専門クリニック 専門的な外来診療を実施する。

郡 郡病院 基礎的な入院治療、救急医療を行う。

地域診療所 プライマリケアを行う。群病院のサテライトとして機能する。

マタニティホーム 基礎的な出産医療サービスを提供する。

コミューン コミューンヘルスセンター プライマリケアの大部分を担う。

https://healthcare-international.meti.go.jp/files/parts/2024/countryreport_vietnam_vf.pdf


出典：ヘルスケア国際展開ウェブサイト「医療国際展開カントリーレポートベトナム編」（経済産業省）

公的医療機関②

ベトナムでは、重症患者を⼯事医療施設に紹介‧搬送する「レファラルシステム」が導⼊されています。レファラルシステムに
沿って診察を受けることで保険診療対象となり、⽐較的低額な医療費で受診が可能です。しかし、近年では、富裕層を中⼼にレ
ファラルシステムを無視し、最初から中央医療機関を受診する患者も多くいます。

レファラルシステム

★ 重症患者を⾼次医療施設に紹介‧搬送

郡医療機関 省医療機関 中央医療機関

富裕層が最初から中央医療機関を受診する理由とは？
‧医療費はやや割⾼になるが⼤きな差はない
‧下級医療機関よりも質の⾼い医療が受けられる
‧上級医療機関のほうが交通アクセスが良い
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https://healthcare-international.meti.go.jp/files/parts/2024/countryreport_vietnam_vf.pdf


出典：ヘルスケア国際展開ウェブサイト「医療国際展開カントリーレポートベトナム編」（経済産業省）

⺠間医療機関

⺠間医療機関は都市部に集中しているなどの問題があるものの、患者の満⾜度が⾼く、政府も設⽴を後押ししています。
2000年以降、施設数や提供するサービスの増加に伴い⺠間医療機関の存在感は増しています。

⺠間医療機関の特徴
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都市部に集中
⼊院サービスを提供している医療機関
は少なく、外来診療のみの医療機関が
多い。

外資系の病院グループが進出
シンガポール、インド、マレーシア
など外国資本が多いが、ベトナム資
本の病院もある。

患者の満⾜度が⾼い
医師の患者に対する姿勢や診察時間の
柔軟性、医療費⽀払いを延期できるな
どが理由。

https://healthcare-international.meti.go.jp/files/parts/2024/countryreport_vietnam_vf.pdf


出典：世界の医療事情 ベトナム（外務省） 

多くの医療機関ではクレジットカードが利⽤可能ですが、現⾦のみの場合もあります。
⽀払いのタイミングは医療機関によって異なり、治療前にデポジット（保証⾦）として現⾦の⽀払いを求めることが
あります。

病院での⽀払い⽅法
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医療費の⽀払い

Point ①
クレジットカードが利⽤できる

医療機関が多い

Point ②
デポジットを取ることがある

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/viet.html


出典：海外情勢報告「第２章 社会保障施策の概要と最近の動向」（厚⽣労働省）  , 
ヘルスケア国際展開ウェブサイト「医療国際展開カントリーレポートベトナム編」（経済産業省）

公的保険制度

07

健康保険法に基づき、国（保健省）が運営しています。企業に雇⽤される労働者だけではなく、⼦どもや⾼齢者、農林漁業従
事者も対象になり、国⺠皆保険を⽬指しています。加⼊率は2021年時点で約90.2%です。

加⼊率は約9割

名称 健康保険

概要 保健省及びベトナム社会保険（VSS）による公的健康保険制度

給付対象 3 か⽉以上の期間の定めのある労働契約⼜は期間の定めのない労働契約による労働者、公務員、退職⼿当や労働
災害‧職業病⼿当等の社会保険受給者、失業保険受給者、貧困者、困難な状況にある少数⺠族、ベトナム政府の
奨学⾦を受給する外国⼈、6 歳以下の⼦ども、学⽣、農林⽔産業に従事する者 等

給付の種類 給付対象は、外来及び⼊院での診療‧治療
‧診察、治療、リハビリ、胎児の定期診断、出産
‧緊急‧⼊院を要する場合で、6歳以下の⼦ども、貧困等の場合は郡レベル病院からより上位レベルの病院の移送
費

本⼈負担割合 被保険者のカテゴリーにより、0〜20%

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/25/dl/S-5-VNM-01.pdf
https://healthcare-international.meti.go.jp/files/parts/2024/countryreport_vietnam_vf.pdf


mediPhoneについて
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mediPhoneは医療制度‧⽂化の違いを理解した通訳者が通訳します

国内最大級の登録医療通訳者数で最大 32言語に対応

安心の医療特化体制で応答率 99%・IC/ムンテラも即応

既存の電話回線＋アプリ活用で院内のどこからでも利用可能


